
●課税は…
毎年1月1日現在、町内に住所を有する方のうち、前年所得に応じて課税されま

す。広く均等に負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」があります。
　非課税となる場合は以下のとおりです。
均等割・所得割が非課税の方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・ 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135

万円以下（給与所得者の年収に直すと204万4千円未満）であった方
均等割が非課税の方
①本人のみの場合…前年の総所得金額が38万円以下
②扶養親族者がいる場合… 前年の総所得金額が次の計算式

で算出される金額以下
28万円×（本人+同一生計配偶者+扶養親族の数）+26万8千円
所得割が非課税の方
①本人のみの場合…前年の総所得金額が45万円以下
②扶養親族者がいる場合… 前年の総所得金額が次の計算式

で算出される金額以下
35万円×（本人+同一生計配偶者+扶養親族の数）+42万円

●申告と納税は…
毎年1月1日現在、町内に住所を有する人で、前年中に所得の

あった方は、町県民税の申告書を提出していただく必要があり
ます。申告書は、国民健康保険税の算出（軽減措置を含む。）や福
祉サービス等を利用する際の判定資料になります。また、申告が
ないと所得証明書や課税（非課税）証明書の発行ができません。
　ただし、次の場合は、申告する必要がありません。
・確定申告を行った方
・ 年末調整を済ませた給与収入のみの方で、勤務先から役場

税務課に給与支払報告書が提出されている方
・ 公的年金（遺族年金、障害年金などを除く）のみで、申告しなくても町県民税が

非課税となる方（65歳以上の方の場合、年金収入が年間148万円以下の方）
※ 県民税は、町民税と併せて町が賦課徴収することになってお

り、税率・税額控除を除き、全て町民税と同じ扱いになります。
　 税務課から送付した納税通知書で、納期内に納めてくだ

さい（納付場所は、納税通知書に書いてあります）。

個人町・県民税

町税　※金額・条件等は令和3年4月1日時点のものです 税務課 ☎62-0586

●課税は…
　町内に事務所・営業所を有する法人は、法人町民税を納め
なければなりません。
　課税は、次の3つに区分されます。
・町内に事務所または事業所を有する法人（均等割と法人税割）
・ 町内に寮などを有する法人で、町内に事務所または事業所

を有しないもの（均等割）
・町内に事務所、事業所、寮などを有する公益法人など、また

は法人でない社団、財団で、代表者または管理人の定めの
あるもの（均等割）〔収益事業を行うものは、均等割と法人
税割〕

●申告と納税は…
　均等割のみ納める公益法人などは4月30日まで、それ以
外は、その法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内に
申告し、同時に納税することになっています。

法人町民税

●課税は…
　毎年4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型
特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税さ
れます。
●申告と納税は…
　納税義務の発生または申告事項の変更は15日以内、納税
義務の消滅は30日以内です。
　税務課から送付した納税通知書で、納期内に納めてくだ
さい（毎年5月上旬発送）。なお、年度途中で廃車にしても、税
金の払い戻しはありません。
申告・届出先
　125cc以下のバイク・小型特殊自動車▶町役場
　三輪以上の軽自動車▶軽自動車検査協会和歌山事務所

二輪の軽自動車・小型自動車▶近畿運輸局和歌山運輸支局

軽自動車税

税金
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納期月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
町・県民税 第1期 第2期 第3期 第4期
固定資産税 第1期 第2期 第3期 第4期
軽自動車税 全期
国民健康保険税 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
後期高齢者医療
保険料 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

介護保険料 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期

　納期限は、納期月の末日です。納期限が土曜・日曜日、祝日に当たるときは次の平日になります。

町税等納期限カレンダー

　製造たばこの卸売販売業者などが、町内の小売販売業者
などに売り渡す際に、その本数に対して課税されます。
※ たばこには、「たばこ税」「たばこ特別税」「県たばこ税」「消

費税」「地方消費税」も課税されています。

町たばこ税

　目的税として課税され、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理
施設・消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充
てられます。
●納める方
　鉱泉浴場の入湯客です（浴場の経営者が入湯客から料金
と併せて受け取り、その鉱泉浴場の所在する市町村に納め
ます）。
●納める額

1人1日150円です（標準税率）。ただし、高等学校の修学旅行
又は臨海学校の生徒の入湯者については、1人1日75円です。

入湯税

　納付方法は、口座振替（特徴町県民税、法人町民税を除く）
と、指定及び収納代理金融機関や、コンビニエンスストア、
スマホ決済（法人町民税を除く）または町役場に直接持参し
納付する2通りがあります。

各税の納付
　固定資産税は、所有している土地、家屋、償却資産（これら
を総称して「固定資産」といいます）の資産価値に応じて課
税されます。
●固定資産税を納める方（納税義務者）
　毎年1月1日（賦課期日）現在、串本町内に固定資産を所有
している方で固定資産課税台帳に登録されている方。
●償却資産の申告
　土地や家屋以外の事業用資産（償却資産）を所有する法人
または個人で事業を営んでいる方は、申告が必要です。
　申告期間　毎年1月1日～1月31日
●税額の算定方法
　固定資産税額＝課税標準額×税率【1.4％】
【課税標準額】
　 税額計算の基になる額を言い、原則として、固定資産課税

台帳に登録された価格（評価額）が課税標準額になります。
　 なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例

措置や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評
価額よりも低くなる場合があります。
●固定資産税における評価額
　固定資産税における評価額は、総務大臣の定めた固定資
産評価基準に基づき、土地については地価公示価格など、家
屋については再建築価格、償却資産については取得価格に
より算出しています。
●免税点
　同一人が町内に所有す
る土地、家屋、償却資産の
それぞれの課税標準額が
右表の金額に満たない場
合には、固定資産税は課税されません。
●固定資産税価格の縦覧
　固定資産価格（評価額）は、毎年3月31日までに決定しま
す。
　決定された価格（評価額）は、固定資産課税台帳に登録さ
れ、その価格などの事項は、縦覧帳簿によりご覧いただくこ
とができます。
　このようにして、自己の土地・家屋と町内の他の土地・家
屋の価格を比較できるように、納税者に縦覧帳簿をご覧い
ただくことを「縦覧」といいます。
　縦覧期間は毎年4月1日から最初の納付期限の日までの間
です。

固定資産税

土　　地  30万円
家　　屋  20万円
償却資産 150万円
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